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生活労働の展開と生活主体の形成

一一生活分析の基本視角一一

山田定市

I 課題の設定

近年，生活分析に主寄せる研究者の関心が高まり，さまざまな研究領域からの接近が試みられている O

もちろん，その接近の方法は論者の設定する課題によって異なる。小論の呂的は， この主題を社会教育

研究の一環として位置づけて深めることにあるO

さきに，われわれは，社会教育研究の枠組みを，基礎構造分析，主体形成論(分析)，社会教育構造分

析，として提示した(注1)。この枠組みのなかで，小論は主として主体形成論とその基礎をなす基礎様

造分析にかかわっている。そのさい，生活分析と生活主体形成に焦点をあてて，とりわけ生活労働の形

成・展開に着目するのは，生活労働が生活にかかわる基縫構造分析と主体形成論の結節的な基本概念、の

一つであると佼讃づけるからにほかならない。もちろん，生活労働自体，その内実が十分に吟味され確

立した概念であるとは言いがたい。むしろ，その社会的位置づけと内実の検討自体が小論における課題

のーっとなるのであるが，そのさい，経済学的考察がその主軸をなすと考える。それは，このことが，

生活分析(それがどのような課題設定と方法によるかを間わず)の慕底に位置づくと考えるからである。

以下，小論における考察の課題を次のように設定する。

第一に，生活をどのように認識するか，という問題である。少なくとも，経済学的には“生活"につ

いてこれまで明確な概念規定がなされてきたわけではなし、。まず，そのよりlE確な認識にあたって踏ま

えるべき論点について整理しておかなければならなし、

第二に，生活における生活労働の内実とその社会的位霞づけについて明らかにしなければならない。

とりわけ，既往研究との関連では生産労働およひ‘家事労働が深いかかわりを持つことになろう。

第三に，生活労働が，主体形成論，つまり生活主体の形成とどのように関連するのか，いわば小論の

中心的論点についての解明である。とくにここでは共同生活労働の意義が解明される。共同生活労働の

内実のなかに主体的契機を見いだすことができる，ということは後の考察によって明らかとなろう。

宜 生活分析の枠組み

1 労働者生活とその主体

以下，小識で生活といった場合，その主体は労働者(階級)である。その理由は，資本主義の下で圧
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倒的多数を占める階級が労働者階級であること，さらに労働者階級が資本・賃労働関係のもとにおける

労働主体，生活主体として理論的にも現実にも代表的性格を有していることに根ざしている。しかし，

小生産者やその他の小営業者は労働者とは異なる性格を有し奨なる条件のもとで存立しているが，その

独自の性格と条件について考察するさいには，さしあたりこれを農民で代表させる。したがって，以下

ではとくにことわらないかぎり資本主義下の賃金労働者(階級)を前提として議論を進める。

さて，労働者の生活は，大射して彼らが資本のもとで労働過程に拘束されている労働生活とそれ以外

の生活とからなる。この点については，たとえば労働生活と消費生活とに分ける考え方や(注2)，労働

と生活を分けたうえで，両者を合わせて広義の生活(過程)とし，労働と区別される生活を狭義の生活

(過程)とする見方(注3)などもあるがいずれも不正確であるO 問題の核心は，労働者生活のなかで資

本に拘束された生活が労働生活として存在するということ，そして，このことを基軸にして労働者生活

が分離されること，さらに資本の労働者に対する支配・管理が間接的に資本のもとにある労働過程以外

にも及ぶ，ということであって， これは単純に労働と生活の分離，そして前者の資本への従属， という

関係で言い尽くされることではない。労働者生活は，基本的には“資本に拘束された労働生活"と“直

接に資本に拘束されない生活z 消費を基戦とする生活"とからなるということになる。言い換えれば，

「労働者生活j= r資本に拘束された労働生活j+ r直接に資本に拘束されない生活j，と言い表すこと

ができるο以下では，とくにことわりのないかぎり，前者を“賃労働生活'¥後者を“生活"といい，さ

らに尚者を含む金生活を“労働者生活"ということにする(ここでいう生活は一般にいわれる狭義の生

活(過程)労働以外の生活(過程)と時義ではない。その違いは，後に論述するように，生活のなか

に生活労働を含むことからも明らかである)。

さて， このような見地から労働者生活を規定したうえで，さらにその主体について明らかにしなけれ

ばならない。労働者生活の主体は労働者家族である。労働者家族は，一般にいわれているように，単に

生活の2基本単位であるばかりでなく，生活の2基本的主体である。ここで基本的主体というのは，第一iこ，

家族が生命の:再生産と生活の持続的発展の基盤であり，生活の社会的自立の基礎であること，第二に，

偲人の自立と発達もまた，このような家族のもとで，その成員として生活するなかで実現すること， し

たがって第三に，労働者生活は，基本的に共同生活であり，そのなかにおける諸活動(労働もふくめて)

は共同活動であるが，そのような共向生活，共同活動は家族の範国にとどまるものではなしその枠を

超えた共同生活，共同活動(たとえば地域共同生活・活動)へと拡大すること，第四に，労働者生活は

家族を基底とする生活以外の生活(たとえば単身生活)を排除するものではなく，その意味であくまで

も基本的主体であること，をその理由としている。

2 労働者生活の基本的性格とその規定条件

次に労働者生活の慕本的性格とその規定条件についてであるが，ここではその異体的内実を明らかに

することが臼的ではない。以下の議論に必婆なかぎりで，次の諸点を指摘するにとどめる O

-2-



生活労働の展開と生活三主体の形成

第一に，労働者生活は，さきにも指摘したように，基本的に共同生活であるO そして，その内実は，

生命の維持・再生産とそれを基底とする労働者の成長・発達であり，そのための生産労働をはじめとし

て，さらに家事・育児，教育，母性保護，幼児・高齢者・傷病者保護，家族の団らん，文化的活動，な

ど多岐にわたるO これらの活動について，家族的協業を基礎とする生産労働者ならびに生活労働とその

他(したがって労働以外)の諸活動が家族成員の共同のもとにおこなわれる。ここで生産労働とともに，

とくに“生活労働"という概念、を措定した。その内実については後にのべるが，労働(生活)と消費(生

活)，あるいは労働と(狭義の)生活，といった区別・対比では生活労働という考え方が成り立たないこ

とは，明らかであろう。それと同時に，労働者生活の内実を編成し統括する主体は労働者家族，したがっ

てその成員である。いいかえれば，生活の主体といった場合，その主体的契機は家族成員の共罰活動そ

れ自体の中に存在する。もちろん，このような共同活動は家族成員の偲人としての自立を基礎としてい

る(注4)。

しかし，第二に，反立証において労働者生活のうち資本に誼接拘束されない生活は，その共同の範囲が

主として家族の枠内に娘られ，また，そのなかで重きをなす生活労働も，後にのべるように，私的労働

を起点として展開するので，閉鎖的・後進的性格を合わせ持つことはさけられない。さらにこのことが，

労働者生活を授定する歴史的条件，とりわけ，前近代的条件や資本主義的条件と結合するなかで，労働

者家族内に隷属・支配の家族関係が形成されることも否定できない。

その意味で，労働者生活は，その主体である労働者家族において，偲々の成員の自立を基礎とする民

主的家族関係を発展させることを課題とするのであって，それは，家族成員の共同活動，共同的主体の

形成を基礎として，反面における労働者家族の後退性を克服することを意味するQ その道筋を明らかに

するためには，さらに労働者生活の内実を規定している燈史的条件について触れておかなければならな

し、。

労働者生活を規定する歴史的条件は大要次のような内容である。

(1)家族制度

労働者生活は生活の主体である家族自体が康史的に規定された制度，つまり家族制度:によって条件づ

けられる。ここで考察の対象としている労働者家族自体，資本主義のもとにおける支配的な家族制度で

あり，それは資本主義的生産関係，資本資本的諸制度によって規定され条件づけられている。それのみ

ではなく，前資本主義的諸制度(たとえば家父長的制度・因習)も強く影響する(たとえば家族的協業

における家父長的支配・隷!議)。

このような見地に立つならば，とくに農民家族ならびにそれに基礎を讃く農民生活については，労働

者生活と共通した性格を持ちつつもさらに独怠の考察が必要であることはいうまでもない。
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(2) 労働の社会的生産カ

資本主義のもとにおける技術の進歩・改良を基礎とする労働生産力の発展は，一方では，資本のもと

にある労働過程に拘束された労働者の労働の内実を箆接に条件づける。さらにいえば，それは，相対的

剰余価値生産を慕紬とする労働者に対する搾取と隷属の強化z 労働過稼における貧困化の過程であると

同時に，それと並行して進行する労働の社会化は，労働者にとって，その労働の内実とその編成を方向

づける条件となる。

他方，労働の社会的生産力の発展は，労働者生活に必要な生活手段，生活資料の質と王室(さらにその

価値水準)を条件づける。近年，生活様式論が，労働の社会的生産力に規定された生活手段の体系とか

かわって議論されてこともこの点と関連する(これをめぐる論点、については後にふれる)(注5)。しか

し，それはあくまでも労働者生活の客観的条件であって， この条件によって一義的に労働者生活が規定

されるわけではない。

(3) 労働時間

労働者生活のなかにおける拘束された労働時間は，さきに述べた労働生産力の発展と密接に関連する

のであるが，資本主義のもとでは，労働生産力の発展は(拘束された)労働時間の短縮に直結しないο

いうまでもなく(拘束された)労働時間の短縮は労働者にとっては，自由な生活E寺関の拡大を意味する。

それは労働者生活の充実，労働者の人間としての発達の基底的条件の一つである。さらに，自由な生活

時間の拡大は，さきに指摘した(拘束された)賃労働生活に対する資本に療接に拘束されない生活の拡

大に直結する。

この資本に直接拘束されない生活は，さきに指橋したように，それ自体，労働者家族の共同生活であ

る。これに対して資本に拘束された労働生活は，家族の成員がこの共同生活から切り離され，単独で労

働過程に拘束されることを意味する。その意味では，資本に拘束された賃労働生活のもとにある労働者

は生活主体として疎外されている，ともいえようO したがって，自由な生活時間の拡大は，同時に労働

者家族の共同生活の拡大であり，主体の回復の過程でもある，といえる(生活労働における家族的協業

に存在する不平等・性差別も軽視できない)。

(4) 文化水準，欲望・要求水準

労働者生活を規定する綾史的条件として，労働者生活を形成する慕底的条件をなす生活習慣，教青・

文化水準などおよびそれらに対する労働者階級の欲望・要求水準について着目しなければならない。む

ろん，その内容・水準は一言語では労働の社会的生産力によって条件づけられるが，それによって一義的

に規定されるわけではない。さらに労働者生活の現実の水準は，地域・階層にかかわる歴史的条件と関

連して階層，地域によって著しい格差をもたらし(貧困の階層的・地域的累積)，その克服が現実の課題

となる。

-4-



生活労働の展開と生活主体の形成

(5) 生活の社会化と共同的生活条件

生活の社会化については，それ自体理論的にも深めるべき多くの論点があるが， }jIJ稿でも言及してお

り，また，詳しくは機会をあらためて述べたいと考えているので，小論では共同的生活条件について論

及するにとどめたい。ここで“共同的生活条件"という表現をあえて用いたのは，これに関連する既往

の概念，たとえば，“社会的共同消費手段ぺ“共同生活手段"などは，労働者生活の共同的条件を言い表

すのにはいずれも十分とはいえないので，独自の概念としてのそれらの意義を否定するものではない

が，より広い表現として，“共同的生活条件"という表現がより妥当と考えたからである(たとえば，“社

会的共同消費手段"における“消費"および“手段“共間生活手段"における“手段はどの表現は，

生活を消費に局限し労働やその他の活動を含む共同的生活条件‘を物的手段に局限することになる。む

ろん，それに相当する実体の存在を否定するものではないが)。

労働者生活を歴史的に規定する条件としての共同的生活条件は，大別して二つの内容から構成され

る。その一つは直接的生産過程における賃労働生活の共間的生活条件である。生産の社会化とさらにそ

れを基底とする労働の社会化がこれに相当する。いま一つ，資本に渡接拘束されない生活については，

まずその物的条件として指摘されてきた(社会的)共同消費手段，共同生活手段などがこれに相当し，

その多くはいわゆる社会資本の投入によって充足される。さらに共同的生活活動(後にいう生活労働も

含めて)の進展も重要である。以上述べたような意味における共同的生活条件の形成・展開は，労働の

社会的生産力の発展を基底としつつ不可逆的な一つの歴史的傾向として具現する。

(6) 労働市場構造

労働市場構造は，直接的に労働者の賃労働生活を条件づけると同時に，それ以外の生

者生活を全体的に条件づけるO まず，第一に，労働者生活の内容と水準を決定づけている慕底的条件は，

労働力の価値および現実の賃金水準である。いうまでもなく労働力の価値は，労働力が社会的に標準的

な品質で再生産されるのに必要な生活必需品の価偵の大きさで決まるが，さらに，さきに述べた共同的

生活条件の形成・展開は，いいかえれば労働力再生産費の社会化を意味し，この社会化された部分につ

いては，霞接集金のみではなくいわゆる間接賃金として加算される。反面， この部分が雇主や公的機関

によって負担れない場合には，労働者にとっては，この部分が半ば強制j的費用として疲接賃金に食い込

んで支出されることになる。

第二に，労働市場構造のなかで，とりわけ婦人労働の占める位震が重姿である。それは，後に述べる

生活労働について，婦人が現実にその中心的担い手となっているのであるが(それは，すでに議論され

ているように，一面では，労働者生活の後進性，性室長でもあるが)，近年における婦人の社会的労働への

進出は，生活労働さらには労働者生活に甚大な変化をもたらしているからである。そしてこのことが，

賃金水準も含めて，労働市場構造を大きく変化させる要因となっている。

「
吋
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(7) 資本による生活管理・隠接的生活支配

資本にとって労働者の生活は，労働力の手写生産の過程であるが，それは労働過程にi直接に拘束してい

る状態にある労働生活とは慕本的に奥なる O むろん，資本は自らが求める労働力を獲得するためにあら

ゆる手段，方法を講ずるのであるが，それはあくまでも間接的であり， したがってそのことによる制約

をともなう O このため，総資本は，みずからの手で作り出すことのできる労働力の需給に対する統御装

遣として棺対的過剰人口を創出する。しかし，それと義行して，労働者の生活に対しでも，可能な限り

の干渉，間接的支配をおこなう O 一つには労働(労務)管理の一環としてそれが生活管理(間接的では

あるが)におよぶ。二つには生活内容を条件づける生活必需品，サービスなどが資本制商品として資本

の主導のもとに供給されるO この過稼で労働省の生活を資本主義的生活様式に編成しようとする。生活

の社会化も，一阪において生活様式の資本主義的編成を促進することになる。三つめとして，労働者の

生活に対して教育，文化，芸術，イデオロギーなどにおける(総)資本の直接的子渉，宣伝，政策的介

入などが行なわれる。

盟 労働者の生活における生活労働

1 生活労働の規定条件

労働者の生活における諸活動を生活労働に一義的に極限できないことは，教育や文化・芸術活動を引

き合いにだすまでもなく明らかである。問題はむしろ従来の生活分析が労働者生活，とりわけ，小論で

いう“護接に資本に拘束されない生活"に内在する(生活)労働を正確に認識できなかったことにある C

むろん，実際には家事労働，育児労働などが議論の対象とされてきたので，この点について全く考察さ

れなかったわけではないが，十全な認識にはなりえていなかったように思う(注6)。この点にかかわっ

て，すて‘に小論に先立つ論稿のなかで“生活にかかわる労働"について言及したが，小論ではより明確

に“生活労働"として措定し，その内実を規定する次の諸条件を踏まえて解明する。

第一に，労働者の生活(もちろん生活の主体を労働者に限る必要はないが，主体を抜きにして生活を

論ずることはできないので，ここでは労働者を生活主体として捻定する。他の生活主体については労働

者との対比・関連においてその独自牲を明らかにすればよい)における生活労働は，労働者の生活lこ必

婆な生活条件を取得し，労働者の生活を維持・発展させるための労働者(家族)の合目的な活動である。

さらに生活労働はそれが一定の労働能力の発擦(消費)を伴う，という点、においてより広義の生活活動

とは区別される。

第二に，生活労働は，その起点、において労働者家族のための労働者家族内の労働であり，その意味に

おいて私的労働である。しかし，やがて労働者の生活が商品経済化し労働力の販売が不可避となり，さ

らに資本制商品生産のもとにおいてはこの部分が労働者の生活労働から分離して賃労働となる。賃労働

は剰余価{疫を生産主する生産的労働を基斡に利瀦を産む労働として資本に従属し，その意味で労働者の生
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活に直接に結びっく生活労働とは対照的であるO

第三に，生活労働は労働者の生活における労働者家族成員の共同労働であり，その基底に佐蜜づくの

は家族的協業である。しかし，その労働の内実は決して不変ではなく，とりわけ労働の社会的生産力の

発展のもとで変化し，協業と分業を含む労働編成も家族的協業の枠を越えて展開する。(家族的協業の粋

を越えた)社会的共同生活労働の形成が必然、化する。

他方，第四に，生活労働は，労働者生活の絶え間ない商品経済化と生活の会社化の進行のもとで，社

会的労働としての賃労働に代位される傾向を持つ。

かくして，生活労働が私的労働から社会労働に転化する過程が次に考察されなければならない。

2 生活労働の社会化工私的労働から社会労働への転化

その起点において私的労働である労働者の生活労働が社会的労働に転化するにさいしては，二つの

コースが考えられる。その一つは，生活労働の賃労働への転化で、あり，いま一つのコースは家族的協業

の枠を越えた社会的共同生活労働の形成・展開であるO

まず，第一のコースである生活労働の賃労働化は，一般に生活の社会化のなかで論じられてきたもの

であるが， ここでは生活の社会化について広く議論するのではなく，生活労働の社会化を中心に検討す

るO 生活労働が賃労働に代位される一つの形態は，それまで労働者家族の成員によって狙われていた家

庭内生活労働(注7)が直接に賃労働に代位される場合である O これはとくにサービス的労働に多くみ

られる。いま一つの形態は家庭内生活労働が商品(財貨)によって置き換えられる場合である。つまり

生活労働が賃労働の生産物に代位される場合である。料理労働に代わる調理・加工食品がその例となろ

うO また，生活労働の社会的労働への転化は，単にその賃労働ないしその生産物による代位という形態

だけではなく，生活労働が購入した生活手段(賃労働の生産物)と結合するという形態でも進行する。

かくして，労働者の生活は，それが直接に賃労働によるかあるいは資本制商品の形態をとるかを問わ

ず，圧倒的に社会的労働(およびその生産物)に依存することになる。それは労働者が，小生産者の分

解の1融吉としてその起点に立ったときから，つまり生産手段と生活手段を喪失した時点から持っている

労働者生活の基本的性格である。

さらに，このような労働者の生活への社会的労働の侵入は，単に生活労働に対する代位やそれとの総

合に止どまらず，事実上，無制限に進行する。さまざまむ種類の生活用新製品の売り込みがその端的な

仔IJである。このような過程は労働者家族に対して生活様式の変更を迫ることになる O つまり，生活の社

会化は，これを生活労働の社会化の側磁からみるだけでも，労働者の生活をより広くより深く資本制商

品生活に巻き込み，労働者を商品市場，労働市場，金融市場などをとおしてより広くより深い市場関係

に包摂することになる。

もちろん， このような生活労働の私的労働から社会的労働への転化は，労働者にとって貧困化をもた

らすだけではない。その過程で，労働生産力の発展の成果をみずからの生活の改良・向上に充用するこ
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とも可能である。しかし，そのためには，労働者の生活を主体的に編成し実践する力量が必要であって，

すでに指摘されている家庭管理主体としての労働者の主体形成もこのような視点から極めて重要である

が(注8)，それは個別労働者家族の枠内に止どまらず，さらに社会的共同活動として発展することが必

要となり，そのための条件について検討されなければならなL、

そこで，生活労働の社会的労働への発展へのいま一つの道について考察されなければならない。小論

ではこの点を社会的共同生活労働の形成・展開に求める。生活労働はその起点において労働者家族の成

員の共同労働であるが，現実には，そのなかにおいて差別と分断が存在している O したがって，この家

族内の共同生活労働について，民主的家族関係を慕礎にして，そこに内在する前近代的分業・協業を克

服し，生活労働(指探・駁督労働，家計管理労働も含めて)の民主的編成を実現するための道筋と条件

が解明されなければならなL、。さらに生活労働の共同は，家族内にとどまらなL、。この点にかかわって，

最近，“(家族関)生活協同"が着目され，これをめぐってさまざまな議論が交わされていることは注目

に値する。その論点は論者によって異なるが，地域生活を基盤とする家族間生活協同に着目している，

という点ではほぼ共通している，といえよう O むろん，その共同の内実は生活労働に叡られるものでは

なく，広く生活活動に及ぶのであるが，その基底に存在する生活労働についての論点の整序がまず必要き

であろう。

その意味、で，労働者家族の枠を越えた生活労働の共同を社会的共同生活労働として性格づける。これ

は生活労働の社会的労働への転化のいま一つの遂である。しかして，その内実は，主義なる抽象論として

ではなく，社会的共同生活労働の歴史的・現実的な実態に即して考察されなければならない。小論では

そのような歴史的・現実的形態として生協労働に着目する。

3 生協労働の性格と機造z 重層構造

生活協同組合は，現実には広く総合員の生活にかかわる諸事業を行なっており，生協組合員の活動も

これを生協労働にかぎることはできなL、しかし生協労働がその根幹をなすことは否定できない。した

がって，以下では生協労働に焦点をしぼって検討することにする。

ところで， (生活)協同総合労働の基本的な性核と構造については，すでに別の機会にこれを重層構造

と規定して言及しているので(注9)，その点についてはここでは繰り返さないが，この点について指摘

されている若干の批判点にかかわって，小論の論旨ととくに関連の深い論点、について触れておきたい。

まず，第一に，社会的共向生活労働の形成・展開は，生活労働の社会的労働への転化の資本主義的形

態としての賃労働化とは対照的な形態であり，いわば労働者が主体となった社会的労働への転化である

といえるが，それが現実化する過程では，それ自体が資本主義的性格と構造を持つことを避けることが

できない。いわゆる論理の一面的貫徹はありえないのである。この点を見失うと，資本主義のもとにお

ける生活協同の意義を過大評価する誤りを犯すことにもなりかねなし、。最近の生協論のなかには，その

ような危慎を感じる議論もないわけではない。そのいちいちの論点をここではとりあげないが，総じて

0
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いえることは，生協を生活協同の形態として一義的に認識し性格づけことに端を発している。この点を

明らかにするために次の論点に移ろう。

第二の論点は生協労働を重層構造として認識する意義についてである。それは大別して三つの意味を

持つO その一つは，生協労働を，個別的生活労働，生活共同労働，生協専門労働，としてとらえたこと

についてである。小論の論旨に沿って若干の修正を加えて示すならば，社会的共同生活労働としての生

協労働は，家族内生活労働，共同生活労働，生協専門労働，の重層構造ということができる。ここでは

共同生活労働が社会的共同生活労働として位讃づくのであるが，さらに生協専門労働が形成される。重

層構造というのはまさにこの三層構造のことを指すが，この中でとくに生協専門労働は労働者家族の共

同労働を基底としつつ，そこから自立した専門労働，社会的労働であり同時に賃労働である。重層構造

としてのこつめの意味は， 生協労働， とりわけ生協専門労働が生活労働と商業労働 〈さらに生協が生

産・加工事業を行っている場合には生康労働も含めて)の二重の性格を有する，ということである。生

協労働がこのようなこ霊的性格を持つのは生協の基本的性格に由来する。

すでに， )jIJの機会に生協の基本的構造を，組織・i塞動体と事業・経営体の統一体として規定した(注

10)。そのうえで両側面の相互規定的構造を解明することが生協論の重要な課題の一つであることを指

摘した。そして，現実に生協が流通協同組合としての機能を主総にして運営されていることを慕礎に，

その経済的本質を荷業資本として規定した。この点については，生協が商業資本としての性格を持つ，

ということと，生協の本質が商業資本であることとは別であり，生協の本質を商業資本と規定すること

は誤りではないか，との指矯を受けた(注11)。 指摘を受けた論稿のなかでは，上述のように， (流通)

生協の経済的本質を商業資本と規定したのであって，生協の本質を商業資本と規定したのではない。し

かし，“本質"という言葉にこだわるつもりはないので，“経済的本質"という表現も，たとえば“商業

資本としての性格を有する"ないしは“商業資本としての機能を有する"と言い換えてもさしっかえな

いのであるが，問題は，商業資本としての性格ないし機能を一切否定することが誤りである，というこ

とである。

たとえば労働者の生活における生活必需品の購買という生活労働は， これを商業資本の側からみれ

ば，明らかに商業労働である。私的労働としての生活労働が社会的労働に転化する過程では生活労働自

体がニ重の性格を有することになる。生協労働の重層構造はこのことに基礎を置いている。

主主協労働の重層構造の三つめの意味は，生協労働とその担い手との関に形成される黍層的関係であ

る。具体的には生協専門労働者，生協関連労働者，生協組合員がその担い手として存在し，生協労働の

三重構造とさらに入り組んだ構造を作ることになる。

生協労働(生活労働)をめぐる関連構造のなかで，生協組合員(労働者)は，みずからの生活労働を

社会的労働に転化すると同時に，生活に関連する多くの社会的労働と接触することになるのである。こ

のことを別の視点からみれば，生活労働から社会的労働に転化した賃労働のなかにも，生活労働として

の自主的編成の可能性が，たとえ拘束された条件のもとではあっても存在することを意味する。たとえ
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ば，生活組合員と生協労働者とスーパー・マーケットで働く商業労働者とが共同して，流通民主化の実

践を行うことは可能であるO もし，生協が商業資本としての性格を有することを一切排除して考えるな

らば， このような可能性は想定できないであろう。そのさい，生協労働は，その基底において協同総合

民主主義をその運営の原則として保持しているので，このような実銭において主導的役割を果たす可能

性を持つとみることもできるO このように生活ミ主体としての労働者は，単に共同生活労働の形成・展開

を通して成長するのみではなく，資本主義的賃労働との関連のもとで構成される重層構造のなかで成

長・発達するのである。このことに関連して次の視点が重要であるO

4 生活労働と公務労働

生活労働の社会的共同生活労働への転化の一つの形態は，生活諸条件の公的保障，条件整備を中心に

いわゆる公務労働として具体化する。ここで“いわゆる公務労働"としたのは，“公務労働"という言い

方自体がその労働の内実を表現するうえでは必ずしも正確とはし、えないからである。公務労働者といっ

た場合，それは，その労働者の雇用の主体が国または地方自治体であること以上のことは示さない。し

たがって労働の内実を表現することにはならないのである。公務労働をめぐるこのような論点、について

はすでに別の機会に概括的にふれたのでくりかえさないが(注12)，小論の論旨に沿って公務労働を主主

義づけるならば，さしあたり生活労働に限っていえば，社会的共同生活労働の公的形態である，という

ことができる(したがって有用労働としての内実は示怠ない)。公的形態であるという点において，その

協同総合的形態である生協労働とは区別されるが，社会的共同生活労働という点では共通している。ま

た，資本主義的資労働においても社会的共同生活労働としての性格はないわけではないので(たとえば

民営機関における医療労働，私学の教育労働など)，公務労働を民間労働と画然と区別することは適切と

はいえなL、。むしろ，公務労働もまた護層的構造として認識することが必要ではないか。そのうえで公

務労働の慕本的性格を住民自治との関連において解明することが重婆である O

W おわりに

以上，小論では労働者生活における生活主体の形成を生活労働の形成・展開のなかにおいて解明して

きた。その主軸に抱えた論理は社会的共同生活労働の形成・展開であり，その過程のなかに共同的な生

活主体形成を見てきたのである。しかし，小論はあくまでも分析の枠組みについて述べたにとどまるの

で，生活労働の内実についての考察は今後の課題であるO また，農民生活についての分析も課題として

筏った(注13)。いずれも他日を期したい。

(注)

(注1) 詳しくは，北海道大学教脊学部 Fわれわれの研究の将来一一 1984 年教育学部フォーラムー~
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における山田定市・鈴木敏正の共同報告を参照されたい。

(注れ たとえば，大木-g)iI編『現代の労働と生活~ (学習の友社， 1987'年)

(注3) このような見方は一般に多く，小論に先立つ論稿においても， (まぼこの考え方にたっていたが

さらに検討のうえ，小論のように整理した。

(注4) 立論の慕礎は同じではないが成瀬龍夫氏もほぼ同様の論旨を述べている。成瀬龍夫 f家族の経

済学~ (青木書庖， 1985年)

(注5) 主に次の論稿を参照されたい。角田修一「マルクス経済学と生活様式J(r経済~， 1983年3月，

新日本出版社)，角田修一「現代生活様式の矛盾と生協の役割J(r生活協同組合研究~， 1987年

1月，生活問題研究所)

(注6) この点については荒又重雄氏の研究が先駆的であるO その後，伊藤セツ氏が荒又氏の研究成果

を引き継いで発展させている。これらを含めて，たとえば以下の論稿を参照されたL、。荒又重

雄「賃労働の浬論~ (亜紀書房， 1968 年)，悶『賃労働論の展開~ (御茶の水害房， 1978年)，大

森和子・好本照子・阿部和子・伊藤セツ・天野寛子共著『家事労働~ (光生館， 1981年)，邸中

秀樹「生活協同組合労働と家庭内労働J(北海道大学教育学部社会教育研究室『社会教育研究』

第5号， 1984年)，古村えり子 fT資本主義的生活様式Jと主体形成に関するノートJ(r社会教

脊研究』第5号)

(注7) 前掲，田中秀樹氏の論稿を参照されたい。

(注8) 宮崎礼子・伊藤セツ編 F家庭管浬論~ (有斐閣， 1978年)

(注9) 山国定市「生協労働・労働者論の視角 生協論への労働論的接近-J(生活問題研究所『生

活協同総合研究~ 1987年5月)

(注 10)前掲，山田の論稿を参照されたい。

(注11) たとえば内山哲郎日生活協同》論の構想、(上)一一家族間生活協同と男女間《生活》協間一一J

(生活問題研究所『生活協同組合研究j1987年10月)を参照されたL、。なお高畑明尚氏も東京

都立大学修士論文『生活過程における疎外・衰退と家族間協同一一家事労働の社会イとを中心に

して ~ 0988年)においでほぼ向烹旨の指摘をおこなっている。

(注12)山田定市「生活問題の現段階と協同総合J(日七海道大学教育学部紀要J第42号， 1983年)

(注13)生活主体を含む農民主体形成については概括的に次の論稿でふれた。山田定市「地域農業構造

再編下における農民の主体形成J(;1七海道大学教育学部産業教育計画研究施設研究報告書， 第

31号， 1988年〕
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